
鳥取市権利擁護支援センター運営支援事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、鳥取市権利擁護支援センター運営支援事業補助金（以下「本補助

金」という。）の交付について、鳥取市補助金等交付規則（昭和４２年鳥取市規則第

１１号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとす

る。 

 

（交付目的） 

第２条 本補助金は、地域福祉権利擁護の推進を目的に組織されている鳥取市権利擁護

支援センター（以下「センター」という。）の運営に要する経費を補助することによ

り、事業の円滑な運営の推進を図り、もって本市の権利擁護の推進を図ることを目的

として交付する。 

  

（補助対象事業） 

第３条 補助の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、次の各号のいず

れかに該当するものとする。 

（１）成年後見制度の利用に関する相談受任及び申立支援事業 

（２）成年後見受任者に対する支援事業 

（３）市民後見人の養成及び育成事業 

（４）法人後見受任事業 

（５）権利擁護に関する支援を推進させるためのネットワークの構築及び活動事業 

 

（補助対象者） 

第５条 本補助金の交付の対象となる者は、センターを運営する者とする。 

 

（補助対象経費） 

第６条 本補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助

対象事業の実施に要する経費のうち、次の各号に掲げる経費とする。 

 （１）報酬 

 （２）賃金 

 （３）共済費 

 （４）報償費 

 （５）旅費 

 （６）需用費 

 （７）役務費 



 （８）使用料及び賃借料 

 （９）備品購入費 

 

（補助金の算定等） 

第７条 本補助金は、補助対象経費に１０分の１０を乗じて得た額以内で算定し予算の

範囲内で交付する。 

 

 （交付申請） 

第８条 規則第４条の規定による本補助金の交付申請は、市長が別に定める日までに行

わなければならない。 

 

（承認を要しない変更） 

第９条 規則第９条第１項の市長が別に定める変更は、次に掲げるもの以外の変更とす

る。 

（１） 本補助金の増額 

（２） 本補助金の２割を超える減額 

 

 （着手届を要しない場合） 

第１０条 規則第１０条第１項第３号の市長が別に定める場合は、同項第１号又は第２

号に規定する場合以外のすべてに係る場合とする。 

 

（補助金の交付） 

第１１条  規則第１１条第１項ただし書の規定に基づき、本補助金は、概算払により交

付するものとする。 

 

（実績報告） 

第１２条 規則第１２条の規定による本補助金の実績報告は、補助事業の完了、中止又

は廃止の日から２０日を経過する日までに行わなければならない。 

 

（雑則） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、本補助金について必要な事項は、福祉保健部

長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 


